
節
水
へ
の
ご
協
力
を

　
　
　
　
お
願
い
し
ま
す

農
地
保
全
管
理
を

　
　
　
お
願
い
し
ま
す

ご
存
知
で
す
か
？

　

現
況
届
・
所
得
状
況
届
は
、８
月

分
以
降
も
引
き
続
き
手
当
を
受
け

ら
れ
る
か
を
審
査
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。現
在
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
は
、届
け
出
を
し
な
い
と
、

８
月
以
降
の
支
給
が
停
止
さ
れ
ま

す
の
で
、忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。児
童
扶
養
手
当
受
給
者

に
は
７
月
下
旬
、特
別
児
童
扶
養

手
当
受
給
者
に
は
８
月
上
旬
に
通

知
を
郵
送
し
ま
し
た
の
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限　

児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
１
日
㊊
〜

８
月
15
日
㊊

特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
12
日

㊎
〜
８
月
18
日
㊍

▼
提
出
す
る
も
の

児
童
扶
養
手
当
受
給
者

・
現
況
届
お
よ
び
８
月
１
日
以
降

　

発
行
の
住
民
票
謄
本

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

・
所
得
状
況
届

両
手
当
共
通

・
手
当
証
書　

・
印
鑑

・
今
年
の
１
月
１
日
に
吉
岡
町
に

住
所
が
な
か
っ
た
人
は
28
年
度

（
27
年
分
）
所
得
課
税
証
明
書

・
そ
の
他
必
要
に
応
じ
た
書
類

⑧
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た

⑨
父
・
母
と
も
に
不
明
で
あ
る

（
孤
児
な
ど
）

▼
支
給
額
（
児
童
一
人
の
場
合
の

月
額
）

全
部
支
給
…
４
２
，
３
３
０
円

一
部
支
給
…
前
年
の
所
得
に
応
じ

て
４
２
，
３
２
０
〜
９
，
９
９
０

円特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

　

心
身
に
一
定
の
障
が
い
が
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ

れ
る
手
当
で
す
。

▼
支
給
額
（
月
額
）

１
級
…
５
１
，
５
０
０
円

２
級
…
３
４
，
３
０
０
円

▼
提
出
・
問
合
せ
先　

健
康
福
祉
課 

こ
ど
も
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
８
（
直
通
）

児
童
扶
養
手
当
と
は

　

母
子
・
父
子
家
庭
や
父
母
の
い

な
い
児
童
の
生
活
の
安
定
を
図

り
、
自
立
を
促
進
す
る
た
め
に
手

当
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

　

次
の
①
か
ら
⑨
の
い
ず
れ
か
の

条
件
に
あ
て
は
ま
る
児
童
（
18
歳

到
達
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
あ
る
児
童
、
障
が
い
児
に

つ
い
て
は
20
歳
未
満
）
を
監
護
養

育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
・
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
（
父
に
つ
い
て
は
、
生

計
も
同
一
で
あ
る
こ
と
）

①
父
母
が
離
婚
し
た

②
父
又
は
母
が
死
亡
し
た

③
父
又
は
母
が
重
度
の
障
害
の
状

態
に
あ
る

④
父
又
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で

な
い

⑤
父
又
は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年

以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

⑥
父
又
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ

保
護
命
令
を
受
け
た

⑦
父
又
は
母
が
法
令
に
よ
り
引
き

続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い

る

４2016. ８http://www.town.yoshioka.gunma.jp/

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
・
所
得
状
況
届
の
提
出
を

ニュース

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に

入
所
し
て
い
る
（
共
通
）

・
異
性
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
（
児
扶
）

・
児
童
が
障
害
を
事
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
け
て
い
る
（
特
扶
）

※
そ
の
他
に
も
支
給
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※
一
定
額
以
上
の
所
得
が
あ
る
場

合
は
、
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

次
の
よ
う
な
場
合
に
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん

　

今
年
は
、利
根
川
水
系
の
ダ
ム
の

貯
水
率
が
６
月
下
旬
時
点
で
例
年

を
大
幅
に
下
回
っ
て
い
ま
す
の
で
、

節
水
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

家
庭
で
で
き
る
節
水
方
法
の
例

●
洗
面
、
手
洗
い
↓
こ
ま
め
に
蛇

　

口
を
開
閉
す
る

●
歯
磨
き
↓
コ
ッ
プ
に
汲
ん
で
口

　

を
ゆ
す
ぐ

●
炊
事
↓
水
を
流
し
っ
ぱ
な
し
に

　

し
な
い
。
食
器
の
汚
れ
を
拭
い

　

て
か
ら
洗
う

●
シ
ャ
ワ
ー
↓
こ
ま
め
に
止
め
る

●
洗
車
↓
バ
ケ
ツ
に
汲
ん
で
洗
う

　

雑
草
な
ど
を
生
い
茂
っ
た
ま
ま

放
置
し
て
お
く
と
、
野
生
動
物
の

絶
好
の
隠
れ
場
所
や
、
火
災
・
病

害
虫
・
交
通
事
故
な
ど
の
発
生
原

因
と
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
周
囲
に

大
変
迷
惑
と
な
り
ま
す
。

　

農
地
は
、い
つ
も
除
草
な
ど
を

し
て
、き
れ
い
に
保
ち
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
先

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
26
・
２
２
８
０
（
直
通
）



町政ニュース

　

国
民
年
金
の
保
険
料
に
は
、一

定
期
間
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
納

め
る
こ
と
が
で
き
る
前
納
制
度
が

あ
り
ま
す
。前
納
す
る
と
保
険
料

が
割
引
に
な
り
ま
す
。

現
金
で
納
付
を
希
望
す
る
人

「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
案
内
書
」

に
付
い
て
い
る「
下
期
」の
納
付
書

（
平
成
28
年
10
月
〜
平
成
29
年
３

月
の
６
カ
月
分
を
ま
と
め
て
納
付

す
る
と
き
に
使
用
）で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

▼
納
期
限　

10
月
31
日
㊊

口
座
振
替
で
前
納
を
希
望
す
る
人

　

口
座
振
替
で
６
カ
月
分
の
保
険

料
を
前
納
す
る
と
、さ
ら
に
お
得

で
す
。

　

８
月
末
日
ま
で
に
年
金
事
務
所

へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
出
時
の
持
ち
物

①
預
貯
金
通
帳

②
預
貯
金
通
帳
届
出
印

③
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
、国
民
年
金
保
険
料
納

付
書
な
ど
）

　

６
カ
月
分
の
保
険
料
を
前
納
す

る
場
合
の
割
引
額
は
次
の
と
お
り

で
す
。

　

な
お
、保
険
料
を
前
納
し
た
期

間
中
に
、就
職
し
て
厚
生
年
金
に

加
入
す
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
国

民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
必
要
が

な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、そ
れ
以

降
の
期
間
の
保
険
料
は
還
付
さ
れ

ま
す
。

▼
問
合
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

臨
時
福
祉
給
付
金

▼
対
象
者　

平
成
28
年
１
月
１
日

に
吉
岡
町
に
住
民
票
が
あ
る
人

で
、平
成
28
年
度
の
住
民
税
が
非

課
税
で
課
税
者
の
扶
養
者
で
な
い

人▼
支
給
額　

支
給
対
象
者
１
人
に

つ
き
３
，０
０
０
円

▼
対
象
者　

平
成
28
年
１
月
１
日

に
吉
岡
町
に
住
民
票
が
あ
る
人

で
、平
成
28
年
度
の
住
民
税
が
非

課
税
で
課
税
者
の
扶
養
者
で
な
い

人
で
、障
害
ま
た
は
遺
族
基
礎
年

金
を
受
給
し
て
い
る
人

※
す
で
に
年
金
生
活
者
等
支
援
臨

時
福
祉
給
付
金（
高
齢
者
向
け
）を

受
給
し
て
い
る
人
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

　

平
成
28
年
6
月
30
日
付
け
で
、

石
関
義
雄
さ
ん（
南
下
）が
退
任
と

な
り
ま
し
た
。ご
活
躍
い
た
だ
き

ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。ま
た
、平
成
28
年
7
月
1
日
付

▼
支
給
額　

支
給
対
象
者
１
人
に

つ
き
３
０
，０
０
０
円

▼
申
請
方
法（
両
給
付
金
共
通
）

　

対
象
者
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、

８
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま

す
。申
請
受
付
は
９
月
１
日
か
ら

で
す
。郵
送
ま
た
は
健
康
福
祉
課

高
齢
福
祉
室
窓
口
へ
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
請
書
の
送
付
に
関
ら
ず
、所

得
の
変
更
な
ど
に
よ
り
該
当
・
非

該
当
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
給
付
金
受
給
後
で
も
、対
象
と

な
る
資
格
を
有
し
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
場
合
は
給
付
金
を
返
還
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

５ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
制
度（
下
期
）

口
座
振
替
が
お
得
で
す

今月の納税

納期限8月31日㊌
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

今月の納税今月の納税
町県民税
国民健康保険税
介護保険料　　　　　…第2期
後期高齢者医療保険料

納付方法 ６カ月分の金額 割引金額

毎月現金で
納める場合 97,560 円 －

現金で
前納する場合 96,770 円 790円

口座振替で
前納する場合 96,450 円 1,110円

け
で
、石
関
秀
一
さ
ん（
南
下
）が

任
命
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
仕
事
は
、地
域
の
皆
さ
ま

か
ら
人
権
相
談
を
受
け
た
り
、人

権
に
つ
い
て
広
く
関
心
を
持
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
な
啓
発
活
動
を
行

っ
た
り
す
る
こ
と
で
す
。お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱

平
成
平
成
2828
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
お
よ
び
低
所
得
の

年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
お
よ
び
低
所
得
の

障
害
・
障
害
・
遺
族
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付

基
礎
年
金
受
給
者
向
け
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付

低
所
得
の
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金

受
給
者
向
け
年
金
生
活
者
等
支

援
臨
時
福
祉
給
付
金
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